
モニタリング結果報告書

平成２１年８月

モニタリングの対象 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる
となる施策目標 保健医療体制の確保を図ること

１．政策体系上の位置付け

基本目標 Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進す
ること

施策目標 １１ 妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、
地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進す
ること

施策目標 １１－１ 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して
暮らせる保健医療体制の確保を図ること

個別目標１ 地域保健従事者の人材確保及び資質の向上を図ること

（評価対象事務事業）
・保健師中央会議

施策の概要（目的・根拠法令等）
１ 目的等

地域住民の健康の保持・増進や安心して暮らせる保健医療体制の確保を図るため、
保健師など専門技術職員の確保や地域の健康問題に的確に対応できるよう研修等を開
催し、地域保健従事者の資質の向上を図る。

２ 根拠法令等
○地域保健法第３条（昭和２２年法律１０１号）
○地域保健法施行令第５条

主管部局・課室 健康局総務課保健指導室
関係部局・課室

２．施策目標に係る指標等
施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 市町村保健師数 20,910 20,839 20,082 20,087 集計中

（前年度以上／毎年度） 【100％】 【100％】 【96％】 【100％】

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、地域保健・老人保健事業報告（大臣官房統計情報部調べ）による。
・平成２０年度の数値は現在集計中であり、平成２２年３月に公表の見込みである。

３．個別目標に係る指標等

個別目標１
地域保健従事者の人材確保及び資質の向上を図ること

個別目標に係る指標

（Ⅰ－１１－１）



（Ⅰ－１１－１）

アウトプット指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 市町村保健師数 20,910 20,839 20,082 20,087 集計中

（前年度以上／毎年度） 【100％】 【100％】 【96％】 【100％】

※施策目標に係る指標１と同じ
（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、地域保健・老人保健事業報告（大臣官房統計情報部調べ）による。
・平成２０年度の数値は現在集計中であり、平成２２年３月に公表の見込みである。

参考統計 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 保健師未設置又は一人配置市町村数 73 47 51 45 集計中
２ 保健所等における専門職の人数 57,023 57,170 54,315 54,748 集計中
（調査名・資料出所、備考）
・指標１及び２は、地域保健・老人保健事業報告（大臣官房統計情報部調べ）による。
・平成２０年度の数値は現在集計中であり、平成２０年度の数値は平成２２年３月に公
表の見込みである。

個別目標を達成するための事務事業（評価対象事務事業）の評価

事務事業名 保健師中央会議
平成２０年度 １ 百万円（補助割合：[国 ／ ][ ／ ][ ／ ]）
予算額等 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）

平成２０年度
決算額 １ 百万円

本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所
実 施 主 体 都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人

その他（ ）
事業の概要・必要性（事業の目的、対象、事業内容、事業の必要性等）
地方自治体において指導的立場にある保健師が、厚生労働行政の動向や地域保健活動

に必要な知識・技術を習得することにより、地域保健対策に関する企画立案能力及び保
健指導の実践能力の向上に資するものである。

政府決定・重要施策との関連性
特定健診・特定保健指導の実施者である保健師の資質向上に寄与する。

事業(予算)実績等 H１６ H1７ H1８ H1９ H２０
予算推移（補正後）

（百万円） １ １ １ １ １
予算上事業数等※

事業実績数等
出席人数 161 168 165 173 126

実施状況の評価と今後の課題（改善点については期限を示す。）
市町村保健師数は平成18年度から平成19年度にかけては増加しているとともに、保

健師中央会議出席者数は毎年１５０人程度の実績があり、保健師等の計画的な動員によ
り地域保健従事者の人材育成が着実に進んでいると評価できる。

引き続き市町村保健活動体制強化費等を活用し、地域住民の健康の保持及び増進並び
に安全の確保を推進する必要がある。
※「予算事業数等」については、予算の積算見積もりがないため、記載していない。


